
○令和５年度以降、新たに「福島県カーボンニュートラル推進本部」を設置、全庁一体で緩和策、適応
策を両輪に施策を推進する。
○具体的には、年２回本部会議を開催、具体的な施策の総合調整等は、カーボンニュートラル推進監が
「調整会議」３つの「部会」とプロジェクトチーム等を通じて行うこととする。
（毎年度、重点的なテーマを設定してPTを展開）

○現行「ふくしま地球温暖化対策推進本部会議」及び「環境エネルギー庁内連絡会議」は４年度末を
もって廃止する。

福島県カーボンニュートラル推進本部の設置について（案）

福島県カーボンニュートラル推進本部会議
本部長：知事 副本部長：副知事 本部員：全部局長

福島県カーボンニュートラル推進調整会議
座長：カーボンニュートラル推進監

構成員：PTリーダー、各部局・
教育庁・警察本部主管課長 等

推進監が施策全体を総合調整
（会議等の事務局：環境共生課）

緩和策推進部会
県庁率先実行部会

適応策推進部会

年２回開催５月(各部局の取組状況説明)
３月末(排出量の公表、各部局の取組
結果報告)

※適応策PT
農林水産業分野の試験研究PT
熱中症対策PT

※県庁率先実行
LED化PT
公用車EV化PT
再エネ導入PT

※緩和策
産業部門の脱炭素化PT
まちづくり脱炭素化PT
吸収源対策PT

〈令和５年４月１日施行〉
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